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ストックオプション（新株予約権）の消滅に関するお知らせ 

 

当社の取締役および当社子会社取締役に対するストックオプションとして発行した新株予約権

が消滅することとなりましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１. 消滅の対象となる新株予約権 

  （１）名称 

     株式会社市進ホールディングス第１回新株予約権 

     株式会社市進ホールディングス第５回新株予約権 

     株式会社市進ホールディングス第６回新株予約権 

 

  （２）概要 

名      称 取 締 役 会 決 議 日  割 当 対 象 者  
消 滅 す る 

新株予約権の個数 

株式会社市進ホールディングス 

第１回新株予約権 
平成 22 年５月 28 日 

当社取締役及び 

当社子会社取締役 

56 個 

(28,000 株) 

株式会社市進ホールディングス 

第５回新株予約権 
平成 23 年５月 27 日 

当社取締役及び 

当社子会社取締役 

84 個 

(42,000 株) 

株式会社市進ホールディングス 

第６回新株予約権 
平成 24 年８月 21 日 

当社取締役及び 

当社子会社取締役 

68 個 

(34,000 株) 

 

２.  消滅の理由 

本新株予約権につきましては、本新株予約権の保有者全員より放棄する旨の申し出があり、ま

会 社 名 株式会社市進ホールディングス 

代 表 者 代表取締役社長 下屋 俊裕 

 （ｺｰﾄﾞ番号 4645 東証 JASDAQ） 

問合せ先 常務取締役統括本部本部長  竹内 厚 

 電話 047（335）2840 



た、平成 27 年 12 月４日開催の取締役会において、当社が本新株予約権を無償取得しないこと

の決定をしたため、本新株予約権は消滅するものであります。 

 
３．消滅日 
  平成 27 年 12 月４日 
 
４．今後の見通し 

本新株予約権の消滅により、平成 28 年２月期において特別利益として新株予約権戻入益 26

百万円を計上する予定です。 

 

※なお、本新株予約権の詳細につきましては、以下の開示資料をご参照ください。 

・ 平成 22 年５月 28 日付「当社取締役及び当社子会社取締役に対する株式報酬型ストックオ

プション（新株予約権）の発行条件等に関するお知らせ」 

・ 平成 22 年７月 21 日付「当社取締役及び当社子会社取締役に対する株式報酬型ストックオ

プション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ」 

・ 平成 23 年５月 27 日付「当社取締役及び当社子会社取締役に対する株式報酬型ストックオ

プション（新株予約権）の発行条件等に関するお知らせ」 

・ 平成 23 年７月 15 日付「当社取締役及び当社子会社取締役に対する株式報酬型ストックオ

プション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ」 

・ 平成 24 年５月 29 日付「当社取締役及び当社子会社取締役に対する株式報酬型ストックオ

プション（新株予約権）の発行条件等に関するお知らせ」 

・ 平成 24 年７月 12 日付「当社取締役及び当社子会社取締役に対する株式報酬型ストックオ

プション（新株予約権）の発行条件等の変更に関するお知らせ」 

・ 平成 24 年８月 21 日付「当社取締役及び当社子会社取締役に対する株式報酬型ストックオ

プション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ」 

 

以 上 


